
　
10
月
21
日
に
三
浦
市
に
あ
る
「
三

浦
地
域
資
源
ユ
ー
ズ
株
式
会
社
」
を

訪
ね
、
三
浦
市
が
策
定
し
た
地
域
再

生
計
画
と
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
構
想

の
実
現
に
向
け
、
ど
う
地
域
に
密
着

し
、
ど
の
よ
う
に
資
源
を
有
効
利
用

し
て
い
る
の
か
、
そ
の
効
果
や
実
績

に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　
海
老
名
市
議
会
の
最
高
規
範
で
あ
る
議
会
基
本
条
例
で
は
、
議
会

運
営
に
係
る
不
断
の
評
価
と
改
善
を
行
う
た
め
、
市
議
会
議
員
の
選

挙
後
に
点
検
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
議
会
基
本
条
例
検
証
等

検
討
会
を
立
ち
上
げ
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
議
論
を
行
い
ま
し
た
。

①
現
在
の
条
文
を
修
正
す
る
も
の

・
会
派
…
２
名
以
上
と
な
っ
て
い
る
が
、
１
名
か
ら
と
し
た
い

・
議
会
報
告
会
…
開
催
回
数
お
よ
び
あ
り
方
を
検
討
す
る

・
継
続
的
な
検
討
…
条
例
の
点
検
時
期
や
内
容
に
つ
い
て
議
論
す
る

・
政
務
活
動
費
…
あ
り
方
な
ど
の
見
直
し
を
行
い
た
い

・�

議
員
の
政
治
倫
理
…
罰
則
規
定
を
設
け
る
、
も
し
く
は
別
途
、
議

会
倫
理
規
定
を
策
定
す
る

②
新
た
に
条
文
を
追
加
す
る
も
の

・
反
問
権
…
市
長
な
ど
に
議
員
に
対
す
る
反
問
を
認
め
る

・
服
装
や
身
だ
し
な
み
…
品
位
を
保
つ
た
め
の
決
ま
り
を
作
る

・
多
様
性
…
価
値
観
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
指
針
的
に
表
す

・�

議
決
事
件
…
地
方
自
治
法
第
96
条
第
２
項
に
基
づ
き
、
議
会
で
議

決
す
べ
き
事
件
を
定
め
る

　
検
討
会
で
の
議
論
の
結
果
を
議
会
運
営
員
会
で
協
議
し
、
多
様
性

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
条
文
に
追
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
他
の

項
目
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
継
続
的
に
議
論
す
る
と
い
う
結
論
に
な

り
ま
し
た
。
詳
細
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■■
1111
月月

６
・
議
員
全
員
協
議
会

　
・
議
会
運
営
委
員
会

７
・�

鳥
取
県
米
子
市
議
会
行
政

視
察
来
庁

13
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
３
回
臨
時
会

25
・
議
会
運
営
委
員
会

■■
1212
月月

２
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
４
回
定
例
会
１
日
目

　
・
広
報
委
員
会

６
・
総
務
常
任
委
員
会

　
・�

予
算
決
算
常
任
委
員
会
総

務
分
科
会

９
・
文
教
社
会
常
任
委
員
会

　
・�

予
算
決
算
常
任
委
員
会
文

教
社
会
分
科
会

10
・
経
済
建
設
常
任
委
員
会

　
・�

予
算
決
算
常
任
委
員
会
経

済
建
設
分
科
会

議 

会 

日 

誌

議
員
会
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た

議
員
会
視
察
研
修
を
実
施
し
ま
し
た

議
会
基
本
条
例
の
検
証
を
行
い
ま
し
た

議
会
基
本
条
例
の
検
証
を
行
い
ま
し
た

12
・
第
４
回
定
例
会
２
日
目

　
　
（
一
般
質
問
）

13
・
第
４
回
定
例
会
３
日
目

　
　
（
一
般
質
問
）

16
・
第
４
回
定
例
会
４
日
目

　
　
（
一
般
質
問
）

　
・
予
算
決
算
常
任
委
員
会

　
・
広
報
委
員
会

18
・
議
会
運
営
委
員
会

　
・
第
４
回
定
例
会
５
日
目

　
・
議
員
全
員
協
議
会

■
１
月

■
１
月

８
・
議
会
運
営
委
員
会

10
・
第
１
回
臨
時
会

　
・
議
員
全
員
協
議
会

　
・
広
報
委
員
会

16
・�

北
海
道
旭
川
市
議
会
行
政

視
察
来
庁

20
・�

愛
知
県
大
府
市
議
会
行
政

視
察
来
庁

21
・�

県
央
八
市
議
会
議
員
合
同

研
修
会

　
市
政
な
ど
に
対
し
て
意
見
や
要
望
が
あ
る
と
き
は
、
誰
で
も
議
会

に
請
願
や
陳
情
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
請
願
と
陳
情
の
違
い
は
、
請
願
の
場
合
は
１
名
以
上
の
議
員
の
紹

介
が
必
要
で
、
陳
情
に
は
不
要
と
い
う
点
で
す
。

 

作
成
の
注
意
点 

　
決
め
ら
れ
た
書
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
注
意
事
項
は
次
の
と
お
り

で
す
。

◇
日
本
語
で
書
く
。

◇「
件
名
」、
請
願
（
陳
情
）
の
「
要
旨
」、「
理
由
」
を
記
入
す
る
。

◇
内
容
が
数
件
に
及
ぶ
場
合
は
１
件
ご
と
に
作
成
す
る
。

◇�

提
出
年
月
日
、
請
願
者
（
陳
情
者
）
の
住
所
を
記
載
し
、
氏
名

（
団
体
の
場
合
は
名
称
と
代
表
者
名
）
を
署
名
ま
た
は
記
名
押
印

す
る
。

◇�

請
願
書
の
表
紙
に
は
、
紹
介
議
員
（
１
人
以
上
）
が
署
名
ま
た
は

記
名
押
印
を
す
る
。
※
陳
情
の
場
合
は
不
要
。

◇
請
願
者
（
陳
情
者
）
が
多
数
の
場
合
は
代
表
者
を
明
記
す
る
。

◇�

請
願
（
陳
情
）
の
趣
旨
を
説
明
す
る
た
め
の
図
面
な
ど
が
必
要
な

場
合
は
添
付
す
る
。

◇�

提
出
の
宛
名
は
「
海
老
名
市
議
会
議
長　
戸
澤　
幸
雄
」
と
な
り

ま
す
（
令
和
７
年
２
月
１
日
現
在
）。

 

提
出
の
方
法 

　
議
会
事
務
局
（
市
庁
舎
６
階
）
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
も

受
け
付
け
ま
す
が
、
請
願
や
陳
情
は
そ
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
直
接

提
出
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
請
願
は
直
接
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
通

例
で
す
が
、
陳
情
は
、
取
扱
基
準
に
お
い
て
「
郵
送
さ
れ
た
陳
情
は

全
議
員
に
配
布
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
直
接

提
出
を
お
勧
め
し
ま
す
。

 

提
出
期
限 

　
提
出
期
限
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
定
例
会
開
会
日
の
７
日
前
に

行
う
議
会
運
営
委
員
会
の
前
日
（
土
日
祝
を
除
く
）
の
正
午
ま
で
に

議
会
事
務
局
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
定
例
会
で
取
り
扱
い
ま

す
。（
直
近
の
３
月
定
例
会
は
２
月
17
日（
月
）正
午
が
期
限
に
な
り
ま

す
。）

　
そ
れ
以
降
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
次
回
の
定
例
会

で
取
り
扱
い
ま
す
。

 

請
願
・
陳
情
者
の
発
言
機
会
の
保
障 

　
市
政
に
関
す
る
内
容
の
請
願
（
陳
情
）
の
場
合
、
そ
の
趣
旨
・
願

意
を
所
管
委
員
会
の
委
員
に
直
接
伝
え
る
陳
述
の
機
会
を
設
け
て
い

ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
提
出
の
際
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

　
陳
述
は
、
請
願
者
（
陳
情
者
）
ご
自
身
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
団
体
の
場
合
は
、
請
願
書
（
陳
情
書
）
に
署
名
ま
た
は
記
名
押

印
し
た
代
表
者
の
方
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、
議
会
事
務
局
（
電
話
２
３
５

－

４
９
３
１
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

２
３
４

－

４
６
４
６
）
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

請
願
・
陳
情
の
提
出
に
つ
い
て

バイオマスセンターを視察

第214号

えびな市議会だより　令和7年2月1日11


